
水道におけるアセットマネジメント

～水道アセットマネジメント計画の運用と課題～
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１．アセットマネジメントの定義 (1/2)

※⽔道法改正に向けて〜⽔道⾏政の現状と今後のあり⽅〜
平成29年度 第1回官⺠連携推進協議会(東京) Ｈ29.8.21(⽉) 資料−５より 3

１．アセットマネジメントの定義 (2/2)

「水道ビジョンに掲げた持続可能な水道事業

を実現するために、中長期的な視点に立ち、

水道施設のライフサイクル全体にわたって

効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する

体系化された実践活動」

※⽔道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ
編の説明− より

水道事業におけるアセットマネジメントとは
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※平成29年度 第1回官⺠連携推進協議会(東京) Ｈ29.8.21(⽉) 資料−５より

２．アセットマネジメントの実施状況 (1/3)
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※平成29年度 第1回官⺠連携推進協議会(東京) Ｈ29.8.21(⽉) 資料−５より

２．アセットマネジメントの実施状況 (2/3)
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※⽔道法改正法の概要 ⽔道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の背
景・概要 ２.適切な資産管理の推進より

２．アセットマネジメントの実施状況 (3/3)

7

３．水道法の改正 (1/4)

改正の概要

※⽔道法改正法の概要 ⽔道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の背
景・概要 ２.適切な資産管理の推進より 8



３．水道法の改正 (2/4)

※⽔道法改正法の概要 ⽔道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の背
景・概要 ２.適切な資産管理の推進より 9

３．水道法の改正 (3/4)

※⽔道法改正法の概要 ⽔道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の背
景・概要 ２.適切な資産管理の推進より 10



３．水道法の改正 (4/4)

※⽔道法改正法の概要 ⽔道法の一部を改正する法律（平成30年法律第92号）の背
景・概要 ２.適切な資産管理の推進より 11

5 ．アセットマネジメントの運用 (1/8)

（1）アセットマネジメントと各種計画の関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (1/13)
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（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (2/13)

※新⽔道ビジョンの推進について 資料-1-1
第11回 新⽔道ビジョン推進のための地域懇談会（沖縄県）平成28年5⽉26日より

【解決しなければならない課題】
・人材の不足
・施設の老朽化
・困難な財政事情

【戦略的アプローチ】
・アセットマネジメント
・水安全計画
・施設耐震化計画

【推進する実現方策】
・持続、安全、強靭のための
具体的施策の展開（新水道ビジョン

第7章「重点的な実現方策」）
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※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

方策の推進にあたっては、「持続」「安全」「強

靱」のそれぞれについて、課題解決の ための基本

的な取り組みとして、施設の再構築等を考慮した

「アセットマネジメント」の 実施並びに「水安全

計画」及び「耐震化計画」の策定を必須事項とする。

これらを戦略的 アプローチとして、水道事業に

おける体制強化を図ることとする。

＜｢水道事業ビジョン｣作成の手引きより＞

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (3/13)

①戦略的アプローチによる方策推進
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※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（ⅰ）持続 ： アセットマネジメント（タイプ２Ｃ

（注）又は「簡易支援ツール」のステップ２）（注）

を平成○○年までに実施し、施設の再構築や規模の

適正化を考慮したアセットマネジメント（タイプ４Ｄ

又は「簡易支援ツール」のステップ３）を平成○○年

までに実施する。

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (4/13)

①戦略的アプローチによる基本的な取り組みが未実施の場合
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※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（ⅱ）安全 ： 水安全計画を平成○○年までに策定し、
水源から給水栓に至る水質管理 体制の徹底を図る。

（ⅲ）強靱 ： 耐震化計画策定指針に基づき、平成

○○年までに施設耐震化計画を策定する。また、

アセットマネジメントの結果を参考に、平成○○年

までに施設の再構築に関する計画を策定する。

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (5/13)

①戦略的アプローチによる基本的な取り組みが未実施の場合
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※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（ⅰ）持続 ： 施設の再構築や規模の適正化を考慮

したアセットマネジメント（タイプ ４Ｄ（注））

は平成○○年に実施済みであること、今後は設定し

た財源確保策のための料金改定を平成○○年頃から

検討し、浄水場の統廃合等の施設の再構築に関する

計画を推進すること等、具体的な目標の達成方策に

ついて記載すること。

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (6/13)

②戦略的アプローチによる基本的な取り組みを策定済みの場合又
は策定後の目標を設定する場合
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※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（ⅱ）安全 ： 水安全計画は平成○○年までに策定

済みであること、今後毎年度検証を実施しつつ、

近隣水道事業とも連携した水質管理体制（協議会

等）を平成○○年までに構築すること等、具体的な

目標の達成方策について記載すること。

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (7/13)

②戦略的アプローチによる基本的な取り組みを策定済みの場合又
は策定後の目標を設定する場合
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（ⅲ）強靱 ： 平成○○年に施設耐震化計画を策定済み

であること、施設耐震化の着実な推進を図り、当面、重

要給水施設配水管の耐震化を図り、○年後に耐震化を完

了させること、平成○○年までに基幹施設耐震化○○％

とすること等、具体的な目標の達成方策について記載す

ること。また、施設再構築計画をもとにした更新事業を

推進し、管路更新率を○％程度で、今後20年程度の施

設投資を平準化する。

※｢⽔道事業ビジョン｣作成の⼿引き 平成26年3⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (8/13)

②戦略的アプローチによる基本的な取り組みを策定済みの場合又
は策定後の目標を設定する場合

19

目標設定については、計画期間の目標に加えて、

可能な限り長期間（30年～50年超）で

複数の前提で行ったその試算結果及び

それに基づく長期目標も併せて記載すること。

４．アセットマネジメント計画の運用 (9/13)

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

※経営戦略策定・改定マニュアル （４）投資・財政計画（収支計画） Ⅱ 投資・財
政計画（収支計画）の策定に当たっての説明より

＜「投資試算」の目標設定について＞経営戦略策定・改定マニュアルより
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４．アセットマネジメント計画の運用 (10/13)

（2）水道ビジョン及び経営戦略との関係

＜アセットマネジメントの充実＞

水道事業におけるアセットマネジメントとは、中長期の更
新需要の見通しを試算した上で、人口減少を踏まえたダウ
ンサイジングや長寿命化等により、トータルコ ストの縮減
や平準化を図り、効率的かつ計画的な更新投資を進めるた
めの取組である。水道事業における大規模な事業用資産を
将来にわたり適切に維持・更新していくため、中長期の視
点に立った需要の変動と供給体制の見通しを踏まえた適切
なアセットマネジメントに基づき、更新投資を着実に進め
ることが必要である。アセットマネジメントを実施してい
ない団体においては、速やかに取組に着手するとともに、
実施している団体においても、その水準を高めるよう努め
られたい。

※経営戦略策定・改定マニュアル（４）投資・財政計画（収支計画）Ⅲ 投資・財政計画
（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要より 21

創設 総合創設
給水区域
の拡張

給水人口
の増加

給水量の
増加

水源の種
別の変更

取水地点
の変更

浄水方法
の変更

右記以外
浄水方法の

変更
取水地点の

変更

工事費の予定総額及び
その予定財源

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

給水人口及び給水量の
算出根拠

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

経常収支の概算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

料金、給水装置工事の
費用の負担区分その他
の供給条件

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

その他厚生労働省で定
める事項 工事費の算出
根拠

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

その他厚生労働省令で
定める事項 借入金の償
還方法

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

その他厚生労働省令で
定める事項 料金の算出
根拠

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

事業の
譲受け

創設認可　必要書類

事
業
計
画
書

変更認可 軽微な変更創設認可

（3）認可申請及び水道料金見直しとの関係

４．アセットマネジメント計画の運用 (11/13)

※⽔道事業の認可等の⼿引き（令和元年９⽉版）より

＜事業認可等の申請に係る提出書類＞

22



４．アセットマネジメント計画の運用 (12/13)

（3）認可申請及び水道料金見直しとの関係

＜水道法施行規則、第１２条＞

一 料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を

保つことができるよう設定されたものであること。

＜厚生労働省通知 改正水道法等の施行について＞
（２）水道料金の算定方法

ア 事業に係る収支の見通しを作成するに当たり、
30年以上の期間を定めて、その事業に係る長期的な
収支の試算を行った場合にあっては、規則第12条
第１項第１号イからハに掲げる額が、当該試算に
基づき、算定時からおおむね３年後から５年後までの
期間について算定されたものであること。

※改正⽔道法等の施⾏について 薬生⽔発0930第1号 令和元年9⽉30日 改正内容等 より

水道料金の見直しに関して

23

４．アセットマネジメント計画の運用 (13/13)

（3）認可申請及び水道料金見直しとの関係

改正水道法等の施行について（原文）

※改正⽔道法等の施⾏について 薬生⽔発0930第1号 令和元年9⽉30日 より 24



５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (1/11)

①アセットマネジメントの手引き（H21.7）
②アセットマネジメント「簡易支援ツール」
③アセットマネジメント活用事例集
④施設台帳電子システム導入ガイドライン（H30.5）
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５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (2/11)

①水道事業における
アセットマネジメント
(資産管理)に関する
手引き
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※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ２．アセットマネジメントの基本事項 より

５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (3/11)
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５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (4/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ２．アセットマネジメントの基本事項 より 28



５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (5/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 29

５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (6/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 30



５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (7/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 31

５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (8/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 32



５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (9/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 33

５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (10/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 34



５．アセットマネジメントに関する手引きの紹介 (11/11)

※⽔道事業におけるアセットマネジメント(資産管理)に関する⼿引き−第Ⅰ編〜第Ⅱ編
の説明− ３．アセットマネジメントの実践 より 35

〇簡易支援ツール
（エクセル）
〇簡易支援ツール

マニュアル
〇簡易支援ツールの

改良について
（R2.3）
〇参考資料

更新基準の設定事例

など

６．簡易支援ツールの紹介 (1/28)
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６．簡易支援ツールの紹介 (２/28)
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＜主な改良点（令 和 2 年 3 月 ３１日現在）＞

（1） 操作性の改善

「操作メニュー」、「初期設定」、「表・グラフ確認」シートを追加し、

簡易支援ツールの操作性を向上。

（2） 企業債（新債）発行額と水道料金改定の自動算出機能の追加

資金残高に「最低確保資金残高」の設定を追加し、資金残高が

最低確保資金残高を下回る場合に不足分を企業債で補う。

また、料金改定条件の設定を追加し、条件を基に料金改定率を自動算出。

（3） 管路布設単価の口径別設定

管路更新時の単価設定を口径別で設定可能。

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.1
令和２年３⽉ より

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (3/28)
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ステップ１ ： ひと通りやってみる

〇最小限の作業で将来必要な更新費用とその財源の見通しを把握。

〇入力データは、建設改良費の経年実績と、最新年度の決算値のみ。

〇自動処理（マクロの実行）により、更新需要や財政収支の見通しの結果が自

動作成。

〇例えば、水道事業の開始が昭和53年であれば40年分の建築改良費と、約

25項目の最新年度の決算値の合計65個程度のデータを入力するだけ。ただし、

この段階では制度が落ちるところがある。

〇次段階として、例えば、既往債の元利償還計画（借金の返済計画）、既存施

設の減価償却予定額、拡張事業としてダム負担金の支払い予定などを追加入力。

料金水準を変更し、財政収支を試算。

〇タイプ１Cの検討完了。

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (4/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.1
令和２年３⽉ より 39

ステップ２ ： 施設ごとに更新費用を算出してみる

〇更新需要の精度を上げるため、更新需要の算定に、”どれ”（個別施設の特

定）と、”いつ”（整備時間）に関する情報を活用。

〇固定資産台帳のデータではすぐに始められないことを踏まえ、施設のリスト、

管路の統計データ（毎年度整理しているもの）を使用。

〇構造物・設備、管路は、管種・口径・布設延長から関数を用いて更新需要を

算定。更新事業費としての更新需要は単価を乗じて算出される。

〇財政収支の見通しでは、ステップ１の設定を引き続き使用。勘定科目の将来

値の設定は変更可能。

〇ステップ２では、工種（建築、土木、電気、機械、管路）毎に更新基準（実

耐用年数）を設定しており、個々の施設の状況は取り入れていない。

〇ステップ２の検討は、タイプ２の検討を行ったと言ってよい（タイプ２C)。

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (5/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.1
令和２年３⽉ より 40



ステップ３ ： 更新基準と更新規模の精度を上げる

〇ミクロマネジメントの成果等を簡易支援ツールへ反映する発展的な検討。

〇個別の構造物・設備の更新基準の変更を反映させることが可能。

〇例えば、耐震性が低い配水池は法定耐用年数で更新、耐震性能を有する配水

池は更新基準を80年とするなど。

〇施設の統廃合や規模縮小の反映が可能。

〇関数で算出していた更新事業費の変更が可能。

〇財政収支の見通し及び料金水準の変更。（ステップ２と同様）

〇ステップ３は、タイプ３C～４D。

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (6/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.1
令和２年３⽉ より 41

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (7/28)

簡易支援ツール「操作メニュー」シート
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (8/28)

簡易支援ツール「操作メニュー」シート

①青字のリンクを
クリックする。

②リンク先のシートに
移動する。
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (9/28)

簡易支援ツール「初期設定」シート

44



６．簡易支援ツールの紹介 (10/28)

（1）改善点とツールの概要

建築・土木・設備類の更新基準年数
法定耐用年数 更新基準年数

50 0

60 0

45 0 配水池《SUS》は施設名

15 0

15 0

0 電気に含め、15年で計算

40 0 ステップ1_1で使用その他１

土木

配水池《SUS》

電気

機械

計装

建築

工種（施設名）

管路の更新基準年数及び改築単価（単価は様式2作成ファイルの「様式2-2準備用」シートより自動編集）

管種コード 法定耐用年数 更新基準年数 改築単価 再改築単価

A1 40 0 0 0
A2 40 0 0 0
A3 40 0 0 0
A9 40 0 0 0
B1 40 0 0 0
B9 40 0 0 0
C1 40 0 0 0
D1 40 0 0 0
D2 40 0 0 0
D9 40 0 0 0
E1 40 0 0 0
F1 40 0 0 0
G1 40 0 0 0
G9 40 0 0 0
H1 40 0 0 0
H9 40 0 0 0
Z9 40 0 0 0

ポリエチレン管　（上記以外・不明なものを含む） （m）

ステンレス管　耐震型継手を有する (m)

ステンレス管　(上記以外・不明なものを含む） (m)

ポリエチレン管　（高密度、熱融着継手を有する） （m）

鋼管　（溶接継手を有する） （m）

鋼管　（上記以外・不明なものを含む） (m)

石綿セメント管 (m)

管種区分

鋳鉄管　（ダクタイル鋳鉄管は含まない） (m)

ダクタイル鋳鉄管　耐震型継手を有する (m)

ダクタイル鋳鉄管　Ｋ形継手等を有するもののうち良い地盤に布設されている (m)

ダクタイル鋳鉄管　(上記以外・不明なものを含む） (m)

その他　（管種が不明のものを含む） (m)

硬質塩化ビニル管　（ＲＲロング継手等を有する） (m)

硬質塩化ビニル管　（ＲＲ継手等を有する） (m)

硬質塩化ビニル管　（上記以外・不明なものを含む） (m)

コンクリート管 (m)

鉛管 (m)
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (11/28)

参考資料更新基準の設定事例

本資料は、水道事業者等における更新実績を踏まえ

た実使用年数に基づく更新基準の設定例を

紹介しています。あくまでも設定例ですので目安と

考え、水道事業者等の実情（施設の重要度、

劣化状況、維持管理状況、管路の布設環境等）を踏

まえた設定を心がけてください。

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 46



（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (12/28)

参考資料更新基準の設定事例
○ 建築

平成 21年度に厚生労働省が実施した「水道事業に

おけるアセットマネジメント（資産管理）の取組

状況調査」（以降、取組状況調査と呼ぶ）において、

タイプ４またはタイプ 3 のアセットマネジメント

を 実施している水道事業者等では、65 年～75 年

での更新を設定している。

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 47

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (13/28)

○ 土木

取組状況調査において、タイプ４またはタイプ 3 

のアセットマネジメントを実施している水道事業者

等では、65 年～90 年での更新を設定しています。

また、土木構造物の更新実績については、関西水道

事業研究会における調査事例 1） があります。

1） 出典：長期的視点から見た設備投資と経営のあり方～設備更新時代を迎えて～、平成 14 年 3 月、

関西水道事 業研究会（京都府企業局、大阪府水道部、兵庫県企業庁、奈良県水道局、京都市水道局、大

阪市水道 局、神戸市水道局）

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より

参考資料更新基準の設定事例
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (14/28)

○ 設備類（電気、機械、計装）

取組状況調査において、タイプ４またはタイプ 3 のアセットマネジメン

トを実施している水道事業者等では更新基準を表－１の設定が行われて

います。 また、設備類は更新サイクルが短いため、更新実績のデータが

蓄積されています。設備類の更新実績については、（公社）日本水道協

会 2)、（公財）水道技術研究センター3)、関西水道事業研究会 4) にお

ける調査事例があります。 2) 出典：水道維持管理指針 2016（公益社団法人 日本水道協

会） 表-10.12.1 設備機器の更新一覧 3) 出典：持続可能な水道サービスのための浄水技術に関する研

究（Aqua10 共同研究）成果報告書、『浄水施設更 新シミュレータ』解説書（公益社団法人 水道技術

研究センター） 表 14 設備の経過年数と更新率 4) 出典：長期的視点から見た設備投資と経営のあり方

～設備更新時代を迎えて～（関西水道事業研究会）

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より

参考資料更新基準の設定事例
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (15/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 50



（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (16/28)

簡易支援ツール「初期設定」シート
○ 管路

・水道事業者独自に更新基準年数を設定している事例

取組状況調査において、タイプ４またはタイプ３のア

セットマネジメントを実施している水道事業者等を対

象に、更新基準年数の設定事例を整理した結果を表－

２に示す。

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 51

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (17/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 52



（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (18/28)

参考資料更新基準の設定事例

・直接診断に基づき更新基準年数を設定している事例

令和元年度に厚生労働省が実施した調査において、水

道事業者等で独自に直接診断（管体、土

壌調査）を行い、埋設土壌の腐食性評価係数及び埋設

年数により腐食の進行（腐食深さ）を予測し、更新基

準年数を設定している事例を表－３に示す。

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 53

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (19/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 54



（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (20/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より

（参考1）関西水道行研究会における調査事例
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（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (21/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 56



（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (22/28)

参考資料更新基準の設定事例

※アセットマネジメントの精度向上について 参考資料 更新基準の設定事例より 57

(左：ステップ1の例、右：ステップ2の例)

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (23/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.0 
平成26年4⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

更新需要

58



左：現⾏料金⽔準の例
右：料金⽔準を変更した場合の例

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (24/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.0 
平成26年4⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

収益的収支

59

(左：財源を確保しない場合、右：財源を確保した場合)

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (25/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.0 
平成26年4⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

資本的収支

60



左：起債比率の例、右：起債比率の例

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (26/28)

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.0 
平成26年4⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

起債比率、起債比率
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左：更新を⾏わない場合
右：法定耐用年数の1.5倍で更新を⾏った場合

※簡易支援ツールを使用したアセットマネジメントの実施マニュアルVer.2.0 
平成26年4⽉ 厚生労働省健康局⽔道課より

（1）改善点とツールの概要

６．簡易支援ツールの紹介 (27/28)

資産の健全度

62



〇厚生労働省の簡易支援ツール
・簡易ツールであるため、このツールのみで

完結できない場合がある。（詳細な財政収支計算など）
・今後、ツールを利用する環境が変化しても、

厚生労働省がメンテナンスしてくれるはず。
データの引継ぎも考えてくれるはず。

〇事業体独自のシステム
・各種環境にあわせてメンテナンスが必要である。

（メンテナンスには外注が必要であり、費用がかかる。）
・他システムとの連携や詳細な計算などが可能となる。

（2）アセットマネジメントに使用するツールについて

６．簡易支援ツールの紹介 (28/28)
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〇タイプ３C以上の作成
・簡易支援ツールを利用する場合は、更新需要はタイプ１～４、

財政収支はタイプC以上。
・更新需要のタイプ１，２では、現実の投資計画と差が大きくなり、

アセットマネジメント計画を作成する意味がない。

〇計画の見直し
・水道事業ビジョンや経営戦略に合わせ、定期的な見直しが必要である。

〇精度向上
・更新需要の算定においては、施設情報の精度が計算結果に大きく

影響する。
・施設台帳、固定資産台帳との連携も考慮する必要がある。
・日々の情報更新が必要。（外注も含めた情報更新体制の構築が必要）
・精度向上により、今後の建設投資の問題点を具体的に把握でき、

その対策を検討することができる。

７．アセットマネジメント計画の課題 (1/3)
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７．アセットマネジメント計画の課題 (2/3)

※薬生⽔発0930第2号令和元年9⽉30日 ⽔道法の一部改正に伴う⽔道施設台帳の整備に
ついて より 65

７．アセットマネジメント計画の課題 (3/3)

※薬生⽔発0930第2号令和元年9⽉30日 ⽔道法の一部改正に伴う⽔道施設台帳の整備に
ついて第３台帳の整備⽅法 より

水道施設台帳の情報を固定資産台帳の情報に

整合させることにより、中長期的な更新需要

の算定の精度を向上させることについて検討

すること。

（⽔道法の一部改正に伴う⽔道施設台帳の整備について

第３台帳の整備⽅法より）
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８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (１/６)

※『日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）』
概要に掲載されたデータ・結果表結果表1 総人口および指数（平成27（2015）年＝
100とした場合）

【兵庫県人口総数】
2015年から2045年の間で
約100万人（18.1％）減少する予測。

兵庫県人口予測

兵庫県人口

減少率
（兵庫県）

減少率
（減少率が小さい市区町村）

減少率
（減少率が大きい市区町村）

　　※減少率は2015年を100％
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８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (2/６)

算定例（更新需要 構造物及び設備）
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８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (3/６)

算定例（資産の健全度 構造物及び設備）
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８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (4/６)

算定例（更新需要 管路）
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８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (5/６)

算定例（給水収益と当年度純利益）
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(補填財源合計額)

(百万円)

(企業債残高)

(百万円)

企業債残高 補填財源合計額

値上げ率：

27％

値上げ率：

8％

値上げ率：

22％

値上げ率：

18％

値上げ率：

15％

８．アセットマネジメント計画に関する参考資料 (6/６)

算定例（企業債残高と補填財源合計額）
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ご清聴ありがとうございました
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